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＜定例会の主な議題及び要旨＞ 

 

令和５年５月１１日（木） 

 

【報告事項】 

１ 福岡県警察におけるカスタマーハラスメント対策について 

 (警務部) 

警察本部から「職員の業務負担や精神的負担を軽減するとともに、本来警察が取り組

むべき事象に注力することで、一人でも多くの県民の要望に応え、県民の安全・安心を

確保するため、カスタマーハラスメントに対して組織的な対応を図っていく。」旨の報

告があった。  

公安委員から「職員に対するカスタマーハラスメントは増加傾向にあるのか。また、

法的な整備はなされているのか。」旨の発言があり、警察本部から「職員に対するカス

タマーハラスメントについての統計はないが、アンケートを実施したところ、約８割の

職員が県民の対応に苦慮したことがあり、そのうち４割は心身に影響があったと回答し

ている。また、法的な整備はなされておらず、厚生労働省が示しているカスタマーハラ

スメントの態様の９類型を基に、県警察独自に反復・時間的拘束型など４類型に分類し

た。」旨の説明があった。  

公安委員から「カスタマーハラスメントについては、行政、福祉など様々な分野に共

通する課題であることから、県警察における対策を共有してもらいたい。」旨の発言が

あった。  

公安委員から「このような対策を講じるのは全国警察で本県が初めてであり、今後、

全国警察に展開されていくのか。」旨の発言があり、警察本部から「他県でも、一部の

執拗な抗議等に対する対応の目安などはあったが、カスタマーハラスメントに対する体

系的な対策を講じるのは本県が初めてである。今後、部外への広報と併せて、他の都道

府県警察に対しても取組を共有していく。」旨の説明があった。  

公安委員から「本対策により、県民の正当な要望等が妨げられることがないように配

意してもらいたい。」旨の発言があり、警察本部から「本対策の前提は適切な市民応接

であり、職員に対する指導教養を徹底する。」旨の説明があった。  

公安委員から「県民からの理解を得られるよう、本対策の趣旨等についてしっかり周

知してもらいたい。」旨の発言があった。  

 

２ 公職選挙法違反（買収、事前運動）事件被疑者の逮捕について           

（刑事部） 

  警察本部から「糸島警察署ほか３警察署及び捜査第二課は、福岡県議会議員一般選挙

に際し、選挙前の１月下旬ころから３月中旬までの間に、選挙運動者３名に対して、時

給１，０００円の報酬を支払うことを約束したうえで、選挙運動をさせたとして、候補

者ほか１人を公職選挙法違反で逮捕した。」旨の報告があった。  

  公安委員から「選挙期間外に、選挙運動の報酬を支払ったことが問題なのか。」旨の

発言があり、警察本部から、公職選挙法の一般的な規定に関し、「選挙期間内であるか

どうかは関係なく、選挙運動を行う者に選挙運動の報酬を支払うことが公職選挙法違反

に当たる。」旨の説明があった。  

  公安委員から「余罪はあるのか。」旨の発言があり、警察本部から「今後の捜査で明

らかにしていく。」旨の説明があった。  

 

３ 交通死亡事故警戒宣言の発令に伴う緊急対策の実施結果について                



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（交通部） 

  警察本部から「４月１９日から５月２日までの１４日間、交通死亡事故警戒宣言の

発令に伴う緊急対策として、県下全域において幹線道路における交通指導取締りを強

化し、速度超過など１０，８７５件の道路交通法違反を検挙したほか、パトカーによる

レッド走行や県等と連携した交通死亡事故警戒宣言の周知等を実施した。交通死亡事

故警戒宣言は５月２日をもって発令解除されたものの、対策期間中に交通死亡事故が

発生している状況を踏まえ、５月１０日まで交通指導取締りの強化を継続しており、

引き続き、５月１１日からは春の交通安全県民運動の諸対策に全力で取り組んでい

く。」旨の報告があった。 

  公安委員から「最近、赤色灯を点灯させたパトカーがパトロールしているのをよく

目にするが、周囲の運転者はいつも以上に緊張感を持って運転すると思う。」旨の発

言があった。 

  公安委員から「引き続き、交通死亡事故の抑止に向けた諸対策に努めてもらいたい。」

旨の発言があった。 

 

４ 政治資金規正法違反事件にかかる被疑者の逮捕について 

                                （警備部） 

警察本部から「城南警察署及び公安第二課は、政治資金規正法に定める政治団体の届

出をせず、同団体の政治活動費として、令和５年３月８日に寄附を受け、令和３年１月

から令和５年３月までの間に、同団体の政治活動費として約１４万円の支出をした政治

資金規正法違反事件について、福岡市東区居住の政治団体代表の男性を逮捕した。」旨

の説明があった。  

公安委員から「届出が必要となる政治団体とは、どのようなものか。」旨の発言があ

り、警察本部から「個人ではなく、相当数の人が組織的かつ継続的に政治活動を行う場

合は、政治団体として届出が必要となる。」旨の説明があった。  

 


